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=============================================== 

〇同窓会のご案内 

 

昨日 1 月 13 日（月）は成人の日でした。学生さんのなかにはこの連休に地元に帰り、「二十歳の集い」

に参加され、中学や高校の同級生と久しぶりに会って昔話に花を咲かせた方もいるのではないでしょう

か。 

中学や高校の卒業後であれば、このように再会の機会が 1 度はありますが、大学卒業後は活動の拠点

が全国に広がり、卒業前に個人的なつながりを自ら積極的に確保しておかないと大学時代の友人に会う

機会も少なくなります。 

振り返れば、PHS や携帯電話、スマートフォンが急速に普及する前の通信手段といえば固定電話と郵

便（年賀状）が中心で、こうしたつながりは、年を経て転居を重ねると徐々に減っていきます。そうした

世代ですと、会合を定期的に設定してくれるまめな世話役がいるなどしないと、昔を懐かしんでも、ただ

それだけで行動のしようがなくなってしまいます。 

ところで、岡山大学法学部の卒業生は、文学部、経済学部、大学院社会文化科学研究科、大学院法務研

究科の卒業生とともに、3万 3千の会員数を誇る岡山大学法文経同窓会の会員になることができます。そ

して、この同窓会組織は、毎年 7 月頃に岡山で総会を開き、中四国や関西、東京をはじめ各地で支部総会

も開いています。また、全学としては「岡山大学 Alumni（全学同窓会）」（アラムナイ）もあり、毎年秋

（前回は 11月）にホームカミングデーを開催しています。 

もちろん、そうした催しに参加すれば、必ず同世代の懐かしい顔が見られるとは限りません。ただ、こ

れを交流再開のきっかけにすべく声を掛け合って下されば、その確率は上がっていきます。また、友人と

の再会がうまく叶わなかったとしても、参加者は同じ大学を卒業したという共通性があり、新たな知人

の輪が広がるかもしれません。 

岡山大学ホームページには、これら同窓会のリンクが張られています。卒業生の方はもちろん、在学生

の方も卒業して大学時代のことをふと思い出したら、このホームページにアクセスしてみて下さい。 

 

https://www.okayama-u.ac.jp/user/law/alumni/index.html 

 

2025 年 1 月 14 日    

法学部長 築島 尚 

<下記に PDF 文書および過去のバックナンバーがあります。必要に応じご参照ください。> 

https://www.okayama-u.ac.jp/user/law/local/mail/index.html 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

こちらもぜひご覧ください。最近のニュースより 

 

「農学部オムニバス」授業に関する意見交換会 

https://www.okayama-u.ac.jp/user/law/faculty/activity_for_education/index.html 

 

民事訴訟法合同討論会 

https://www.okayama-u.ac.jp/user/law/campuslife/exchange_1.html#2024minsogoudou. 

 

近畿大学との合同ゼミ 

https://www.okayama-u.ac.jp/user/law/campuslife/exchange_1.html#2024kinki. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

・本メルマガは、不定期で配信しています。 

・法学部の詳細情報に関しては、HPも併せてご覧ください。 

 法学部 HP http://www.okayama-u.ac.jp/user/law/index.html 

・本メルマガには返信なさらないようにお願いします。 

・本メルマガの登録・解除は、以下の URLにてお願いします。 

 http://www.okayama-u.ac.jp/user/law/local/mail/ 


